
令和５年度福岡県食品安全・安心委員会 次第 

日時：令和５年７月７日（金）14時から 

場所：福岡県千代合同庁舎 Ｃ３０１Ｂ会議室  

 

 

１ 開会 

 

 

２ 保健医療介護部長あいさつ 

 

 

３ 議 事 

 

（１）福岡県食品の安全・安心の確保に関する基本計画（第２次） 

令和４年度実施状況報告 

 

（２）福岡県食品の安全・安心の確保に関する基本計画（第２次） 

令和５年度実施計画 

 

 

 

４ その他 

 

 

５ 閉会 

 

 



配布資料一覧 

 

［ 議事（１）］  

○ 福岡県食品の安全・安心の確保に関する基本計画（第２次） 

令和４年度実施状況報告 
 資料１  

［ 議事（２）］  

○ 福岡県食品の安全・安心の確保に関する基本計画（第２次） 

令和５年度実施計画 
 資料２  

［ その他 ］  

〇 令和５年度第１回福岡県食品の安全・安心委員会後のスケジュールについて  資料３  

○ 福岡県食品の安全・安心の確保に関する条例  参考１  

○ 福岡県食品の安全・安心の確保に関する条例施行規則  参考２  

○ 令和５年度福岡県食品衛生監視指導計画（抜粋）  参考３  

 



 

 

資料１ 

 

福 岡 県 食 品 の 安 全 ・ 安 心 の 

確 保 に 関 す る 基 本 計 画 

（第２次） 

 

令和４年度実施状況報告 

 

 

 

 

 

 

 

 

福 岡 県 
  



 

 

目   次 

 

 

第１章 基本計画の概要 

第１節 計画策定の趣旨    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １ 

第２節 計画の期間      ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １ 

第３節 施策の方向性     ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １ 

 

 

第２章 基本計画の実施状況 

第１節 施策の体系及び関係課 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ２ 

第２節 施策の実施状況    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ４ 

１ 生産から販売に至る一貫した食品の安全・安心の確保 

(1) 生産段階における安全・安心の確保 ・・・・・・・・・・・・ ４ 

(2) 製造から販売に至る各段階における安全・安心の確保・・・・・ ５ 

(3) 人獣共通感染症対策を含む食品に関する危機管理体制の整備 ・ ７ 

(4) 食品の安全性確保等に関する調査研究の推進 ・・・・・・・・ ７ 

２ 食品関連事業者の自主的な取組の促進 

(1) 生産段階における自主的な取組の促進 ・・・・・・・・・・・ ８ 

(2) 製造・加工・調理段階における自主的な取組の促進 ・・・・・ ８ 

(3) 自主回収報告制度による不良食品等の回収の促進 ・・・・・・ ９ 

３ 食品の安全・安心の確保に関する相互理解の促進と信頼関係の確立 

(1) 関係機関、関係団体等との連携 ・・・・・・・・・・・・・・ ９ 

(2) 食品の安全・安心の確保に関する普及・啓発 ・・・・・・・・ ９ 

(3) 情報及び意見の交換の促進   ・・・・・・・・・・・・・・１０ 

(4) 食品関連事業者の人材の育成  ・・・・・・・・・・・・・・１０ 

 

 

第３章 施策指標の進捗状況（１１件） ・・・・・・・・・・・・・・・・１１ 

 



1 

 

第１章 基本計画の概要 
 

第１節 計画策定の趣旨 

福岡県では、「食品の安全・安心の確保は、県民の健康の保護が最も重要であるという基

本的認識の下に必要な措置が講じられることにより、行われなければならない。」等を基

本理念とし、県、食品関連事業者及び県民がそれぞれの責務と役割を認識し、連携協力し

て食品の安全・安心確保に向けた対策の一層の推進を図ることを目的に、平成２８年１０

月、福岡県食品の安全・安心の確保に関する条例（以下「条例」という。）を制定しました。 

この計画は、条例の規定に基づき、県の食品の安全・安心の確保に関する基本的施策を

総合的かつ計画的に推進するため、策定したものです。 

 

第２節 計画の期間 

計画の期間は、令和４年度から令和８年度までの５年間とします。 

ただし、社会情勢の変化や制度改正等に伴い、必要に応じて見直しを行うこととします。 

 

第３節 施策の方向性 

食品の安全・安心をめぐる情勢の変化に的確に対応し、食品の安全・安心の確保の取組

を一層推進するため、「生産から販売に至る一貫した食品の安全・安心の確保」、「食品関連

事業者の自主的な取組の促進」及び「食品の安全・安心の確保に関する相互理解の促進と

信頼関係の確立」の３つの柱を基本とする施策を推進しました。 

 

１ 生産から販売に至る一貫した食品の安全・安心の確保 

食品の安全性を確保するためには、生産から販売に至るまでの食品供給行程の各段階

において、県、食品関連事業者及び県民がそれぞれの責務、役割を果たし、安全確保に

向けた取組を実施していくことが求められます。 

このため、県は、食品供給行程の各段階における計画的、総合的かつ効果的な施策を

展開、推進することにより、更なる食品の安全性の確保を図りました。 

 

２ 食品関連事業者の自主的な取組の促進 

より安全な食品を消費者に提供するため、食品の安全・安心の確保について第一義的

責任を有している食品関連事業者が、自ら行う食品の生産、製造、加工、販売の各工程

において管理水準の向上に努めるなど、自主的な取組を推進しました。 

 

３ 食品の安全・安心の確保に関する相互理解の促進と信頼関係の確立 

県民が安心して食生活を営むためには、食品の安全性が確保されていること、及びそ

の安全性が県民に信頼されていることが重要です。 

食品に対する県民の信頼を確保するためには、食品の安全性に関する情報を分かりや

すく提供し、食品関連事業者と県民がお互いの立場を理解し、信頼関係を築いていく必

要があります。 

このため、県は、関係者間における情報及び意見交換の機会を設けるなど、リスクコ

ミュニケーションの推進を図りました。 
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第２章 基本計画の実施状況 

 

基本計画の３つの柱を基本として展開する２９の施策ごとに、令和４年度に実施した主な

取組みを報告します。 

 

第１節 施策の体系及び関係課 

食品の安全・安心確保対策を推進するため、条例に基づき、庁内の関係部局(５部１７課)で

構成する「福岡県食品の安全・安心推進会議」を設置し、総合的な調整を図りながら施策を推

進しました。 

 

１ 生産から販売に至る一貫した食品の安全・安心の確保 

中項目 小項目 施策 施策番号 関係課 

(1)生産段階にお

ける安全・安心

の確保 

農林産物 

ア 農薬の適正使用及び肥料の

適正な生産・販売の指導 
① 

食の安全・地産地消

課、水田農業振興課、

経営技術支援課 

イ 農作物のトレーサビリティ

の推進 
② 

食の安全・地産地消

課、園芸振興課、水田

農業振興課 

畜産物 

ア 家畜伝染病発生予防及び畜

産物安全性確保対策 
③ 畜産課 

イ 動物用医薬品対策 ④ 畜産課 

ウ 飼料の安全対策 ⑤ 畜産課 

水産物 
ア 貝毒対策 ⑥ 漁業管理課 

イ 水産用医薬品対策 ⑦ 水産振興課 

(2)製造から販売

に至る各段階に

おける安全・安

心の確保 

製造、流通、販売段

階における安全・

安心の確保 

ア 製造から販売段階における

包括的な安全対策の推進 
⑧ 生活衛生課 

イ と畜場、食鳥処理場におけ

る安全対策 
⑨ 生活衛生課 

ウ 学校給食施設における安全

対策 
⑩ 体育スポーツ健康課 

食品の適正な表示

の推進 

表示関係法令に基づく監視、指

導及び啓発 
⑪ 

生活安全課、健康増進

課、生活衛生課、食の

安全・地産地消課 

流通食品等の安

全・安心の確保 

ア 流通食品等の検査の実施 ⑫ 生活衛生課 

イ 医薬品成分の含有が疑われ

る食品における安全対策 
⑬ 薬務課 

ウ 食品検査の信頼性の確保 ⑭ 生活衛生課 

(3) 人獣共通感染

症対策を含む食品

に関する危機管理

体制の整備 

 

ア 食中毒対策 ⑮ 生活衛生課 

イ 医薬品成分の含有が疑われ

る食品による健康被害対策 
⑯ 薬務課 

(4) 食品の安全性

確保等に関する調

査研究の推進 

 

ア 食中毒の病因物質等の検査

法の研究 
⑰ 生活衛生課 

イ 環境保全に関する調査 ⑱ 環境保全課 

ウ 貝毒原因プランクトン及び

二枚貝の毒化に関する調査 
⑲ 漁業管理課 
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２ 食品関連事業者の自主的な取組の促進 

中項目 小項目 施策 施策番号 関係課 

(1) 生産段階にお

ける自主的な取

組の促進 

安全・安心な農林

水産物の供給の

ための自主管理

体制確立の促進 

農林漁業者の自主管理体制確

立の支援 
⑳ 

食の安全・地産地消

課、園芸振興課、水田

農業振興課、畜産課、

水産振興課 

ＧＡＰ(農業生産

工程管理)導入の

促進 

ＧＡＰに取り組む産地の拡大 ㉑ 食の安全・地産地消課 

(2) 製造・加工・調

理段階における

自主的な取組の

促進 

安全・安心な食品

の供給のための

自主管理体制確

立の促進 

食品関連事業者の自主管理体

制確立の支援 
㉒ 

生活衛生課、体育スポ

ーツ健康課 

ＨＡＣＣＰ(危害

要因分析重要管

理点)の適切な運

用のための支援 

ＨＡＣＣＰの適切な運用のた

めの支援 
㉓ 生活衛生課 

(3) 自主回収報告

制度による不良

食品等の回収の

促進 

 

自主回収を行う食品関連事業

者への指導と県民への情報提

供 

㉔ 生活衛生課 

 

３ 食品の安全・安心の確保に関する相互理解の促進と信頼関係の確立 

  

中項目 小項目 施策 施策番号 関係課 

(1) 関係機関、関係 

団体等との連携 
 

関係機関、関係団体等との情

報共有の推進 
㉕ 各課 

(2) 食品の安全・安

心の確保に関す

る普及・啓発 

消費者及び食品関

連事業者に対する

普及・啓発の推進 

消費者等への食品の安全性に

関する情報提供 
㉖ 

生活安全課、健康増

進課、生活衛生課、農

林水産部 

学校における教育

活動の推進 

食品の安全・安心に関する教

育活動の推進 
㉗ 

高校教育課、義務教

育課、体育スポーツ

健康課 

(3) 情報及び意見

の交換の促進 
 

意見交換会及びパブリックコ

メントの実施による県民との

意見交換の促進 

㉘ 各課 

(4) 食品関連事業

者の人材の育成 
 

 食品関連事業者における指

導的立場となる人材育成 
㉙ 

生活衛生課、食の安

全・地産地消課、高校

教育課、義務教育課、

体育スポーツ健康課 
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第２節 施策の実施状況 

 

 

 

 
 
＜農林産物＞ 

 
ア 農薬の適正使用及び肥料の適正な生産・販売の指導  施策①  

・「福岡県農薬指導士」の認定を行い、農薬使用責任者等の資質向上を図りました。また、農薬

販売者、農薬使用者を対象とした講習会の開催、立入調査における指導により、農薬の販売及

び使用の適正化を図りました。 

 農薬指導士認定者 1,369名（新規 63名、更新 339名）/ 対象 1,369施設 
 

農薬指導士の充足率 １００％ 
 

 農薬安全使用講習会（2,379回、延べ 38,064名参加） 

 立入調査 47件（農薬販売者 23件、農薬使用者 24件） 
 

・赤かび病の防除対策にかかる情報提供及び指導、並びに赤かび病発生時の被害粒混入防止の指

導等を行いました。また、デオキシニバレノール（ＤＯＮ）の自主検査を推進し、基準値未満

の麦を出荷するよう指導しました 

 病害虫発生予察情報の提供（1回）、福岡県米麦大豆生産改善速報 8号の発行（1回） 

 ＪＡ全農ふくれん麦部会硬質麦研究会研修会にて指導 

 ＤＯＮ自主検査：19農協（検査場所 1件）の 100%が実施（全て基準適合） 
 

・肥料の品質の確保等に関する法律に基づく届等の受理審査等による適正な肥料生産、販売の指

導を行いました。 

 届者数 186件（生産・輸入業者 64件、肥料販売業者 122件） 

 肥料立入検査 2件 
 
イ 農作物のトレーサビリティの推進  施策②  

・米・麦・大豆づくり推進協議会主催の生産振興大会において、生産者に生産履歴記帳の徹底を

推進しました。 
 
・野菜・果物等について 21農協（ＪＡ全農ふくれん含む。）でトレーサビリティを実施しており、

うち 18農協で導入したシステムを活用しています。 
 
・米トレーサビリティ法に基づき、米穀店等に対し、取引記録の作成・保存及び産地伝達につい

て指導、普及啓発を行いました。 

 改善指導 59件、啓発 118件 
 
＜畜産物＞ 

 
ア 家畜伝染病発生予防及び畜産物安全性確保対策  施策③  

・農場巡回時に「飼養衛生管理基準」の遵守を指導し、適切なモニタリング検査や机上及び実地

による防疫演習を行うなど、家畜伝染病発生予防とまん延防止対策等を推進しました。また、

家畜伝染病の早期診断のため、家畜保健衛生所の施設・検査機器の計画的整備を図りました。 

 全 540農場立入 2回 
 

飼養衛生管理基準に基づく農場巡回指導率 100% 
 
 ＨＰＡＩ(高病原性鳥インフルエンザ)定点・強化モニタリング検査：1,420件（全て陰性） 

 ＨＰＡＩ発生を想定した机上及び実地防疫演習 26回 

 家畜保健衛生所に臨床化学血液自動分析装置を導入 
 

１ 生産から販売に至る一貫した食品の安全・安心の確保 

（１）生産段階における安全・安心の確保 
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・海外悪性伝染病対策について発生状況の正確な把握、情報提供に努めました。輸入家畜につい

ては、着地検査を的確に実施し、動物由来感染症対策については、モニタリング検査にて早期

発見・届出体制を整備しました。 

 輸入家畜全 3,386頭を着地検査（全て異常なし） 

 レンサ球菌モニタリング検査 1検体（分離：治療、改善指導済） 
 
・農場ＨＡＣＣＰの推進等、生産農場に対し総合的な衛生管理を普及しました。 

 農場ＨＡＣＣＰ取組み 20農場 
 
イ 動物用医薬品対策  施策④  

・動物用医薬品指示書の審査により畜産農家の適正使用を推進し、販売業者の立入検査等を通じ

て、動物用医薬品の適正な流通と品質の確保を図りました。 

 畜産農家に発行された動物用医薬品指示書全 3,754件を審査 
 

動物用医薬品指示書の審査率 100% 
 

 立入検査 323件（違反 10件に改善指導） 
 
ウ 飼料の安全対策  施策⑤  

・製造、販売、使用段階で安全性を確保するため、講習会や巡回指導等を行いました。 

 地域講習会（8回、延べ 40機関参加） 

 巡回指導 150件（全て適正） 

 飼料製造・販売業者等への立入検査 50か所（全て適正） 

 畜産農家等を対象に“飼料の流通と適正使用（給与）のしおり” 420部を配付 
 
＜水産物＞ 

 
ア 貝毒対策   施策⑥  

・貝毒量検査、貝毒原因プランクトン調査を行い（施策⑲）、その結果に応じて関係者への情報

提供や生産者への出荷指導を行いました。 

 全 45漁協等（漁協（支所）及び漁連）に指導 
 

漁協等への出荷指導割合 100% 
 
イ 水産用医薬品対策  施策⑦  

・養殖業者に水産用医薬品の適正使用を指導するとともに、養殖水産物の抗生物質残留検査を行

いました。 

 抗生物質残留検査 50検体（全て陰性） 
 

養殖水産物への抗生物質残留検査における陰性率 100% 

 
 

 
 

＜製造、流通、販売段階における安全・安心の確保＞ 
 
ア 製造から販売段階における包括的な安全対策の推進  施策⑧  

・卸売市場等に対し、食品の衛生的な取扱等の実施、有毒・有害な動植物性食品（フグ、毒キノ

コ等）の流通防止を図る監視指導を行いました。 

・飲食店、食品製造施設、販売店等に対して、食品の衛生的な取扱や施設の衛生管理（ＨＡＣＣ

Ｐに沿った衛生管理を含む）について監視指導を行いました。大規模小売店等食品販売施設に

対しては、一斉監視月間等の設定による特別監視を実施しました。 

・食品営業許可を要する対象業種以外の事業者に対し、届出制度を周知しました。 

 監視指導 14,563件/監視計画 25,345件（違反 423件（内 42件は表示基準違反）に指導） 
 

（２）製造から販売に至る各段階における安全・安心の確保 
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食品衛生監視指導計画に基づく食品営業施設等への監視指導実施率 57.5% 
 
イ と畜場、食鳥処理場における安全対策  施策⑨  

・と畜検査（ＢＳＥスクリーニング検査を含む）・食鳥検査により食用に適さない食肉の排除、

併設食肉処理施設の監視指導、動物用医薬品の残留抗菌性物質の検査等を行いました。 

 と畜全 77,357頭検査（廃棄指導：全部廃棄 64頭、一部廃棄 44,340件） 

 食鳥全 2,777,449羽検査（廃棄指導：全部廃棄 26,871羽、とさつ解体禁止 28,049羽、一

部廃棄 6,943件） 

 ＢＳＥスクリーニング検査：全て異常なし 

 食肉処理施設の監視指導 1,088件（全て適合） 

 残留抗菌性物質収去検査 180件/収去検査計画 224件（全て陰性） 
 

食品衛生監視指導計画に基づく食肉（牛、豚、鶏等）の 

残留抗菌性物質収去検査実施率 
80.4% 

 
 モニタリング検査 202件（全病畜）（全て陰性） 

 
ウ 学校給食施設における安全対策  施策⑩  

・学校給食施設における日常、定期、食材点検の実施、施設の改善指導を行いました。 

 食材検査 30施設×3検体＋1検体＝91件（国の規格基準を超えたものが 2件） 

 改善指導件数 17施設 
 

＜食品の適正な表示の推進＞ 
 
表示関係法令に基づく監視、指導及び啓発  施策⑪  

・食品表示法に係る食品関連事業者への立入指導、相談窓口の設置による情報の受付、食品表示

制度の普及・啓発を行いました。 

 立入検査 14,761件（違反 203件に指導） 

 情報受付 1,190件（違反 25件に指導） 

 直売所への出荷者等を対象とした説明会 15回、延べ 599名参加（内訳：直売所出荷者 7回

268名、その他 8回 331名） 
 

・健康増進法に係る表示の適正化について、窓口を設け、情報の収集、調査、指導等を行いまし

た。 

 対応 65件（違反 51件に指導） 
 

・不当景品類及び不当表示防止法に係る不当な表示に関する情報や相談を受け付け、事業者へ指

導等を行いました。 

 対応 40件（違反 7件に指導） 
 

＜流通食品等の安全・安心の確保＞ 
 
ア 流通食品等の検査の実施  施策⑫  

・保健福祉（環境）事務所の食品衛生監視員が県内の製造施設、販売施設等から収去した食品に

ついて、微生物や食品添加物等の収去検査を行いました。 

 収去検査 6,391件/収去検査計画 7,220件＝実施率 88.5%（違反 11件に指導） 
 
イ 医薬品成分の含有が疑われる食品における安全対策  施策⑬  

・医薬品成分の含有が疑われる食品の買上検査を行い、医薬品成分が検出された場合は、販売業

者を管轄する自治体へ通報及び県内販売業者に指導を行うとともに、報道発表及びホームペー

ジ掲載等により県民に当該製品の摂取中止を呼びかけました。 

 検査 30件/検査計画 30件＝実施率 100%（いわゆる健康食品から医薬品成分の検出 2件） 
 
食品衛生監視指導計画に基づく食品等検査実施率（⑫＋⑬） 88.6% 
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ウ 食品検査の信頼性の確保  施策⑭  

・食品衛生検査施設である保健環境研究所、食肉衛生検査所、保健福祉（環境）事務所検査課（計

５施設）で実施する検査結果の信頼性を確保するため、試験検査や試験品採取の実施状況につ

いて内部点検を実施するとともに、外部評価機関による外部精度管理を実施しました。また、

各施設は精度管理実施方法及び年間実施計画を作成し、当該計画に基づき内部精度管理を実施

しました。 

 内部点検 9 回、外部精度管理調査 12 項目（外部精度管理において、不満足な結果が得ら

れた 1施設について、改善計画確認済。） 

 
 
 
 
ア 食中毒対策  施策⑮  

・食中毒発生時における体制を整備するとともに、食中毒が疑われる事例が発生した際には、関

係機関と連携し、被害拡大、再発防止の対策を行いました。 

 職員の研修・訓練 3回 

 食中毒（疑い）発生に伴う報道記者発表 35件 
 
イ 医薬品成分の含有が疑われる食品による健康被害対策  施策⑯  

・医薬品成分の含有が疑われる食品による健康被害が発生した際は、原因究明を行うとともに、

回収等の被害拡大、再発防止の対策を行います。 

 被害発生 0件 

 
 
 
 
ア 食中毒の病因物質等の検査法の研究  施策⑰  

・保健環境研究所及び食肉衛生検査所において、食中毒の病因物質や食品汚染物質の迅速かつ高

精度な研究法の開発や研究を行いました。 

 食中毒の病因物質や食品汚染物質による健康被害を防止するための研究（2課題） 

 油症の健康影響に関する疫学的研究（ヒト健康への影響解明及び症状の軽減化等（１課題） 

 食肉及び食鳥肉の微生物汚染実態調査 

 食肉及び食鳥肉の残留有害物質調査 
 
イ 環境保全に関する調査  施策⑱  

・農作物、水産物等への食品の安全性への影響が考えられる環境中の有害化学物質等の調査を行

いました。 

 大気汚染防止法に基づく大気中の有害化学物質等の測定 

 水質汚濁防止法に基づく河川や湖沼などの公共用水域や地下水の水質測定 

 ダイオキシン類対策特別措置法に基づく大気・水質・土壌の測定 
 
ウ 貝毒原因プランクトン及び二枚貝の毒化に関する調査  施策⑲  

・水産海洋技術センターにおいて、二枚貝の安全性を確保するための調査を行いました。 

 貝毒原因プランクトンの出現動向調査 42 回（原因プランクトンは確認されたが、毒化発

生なし。） 

 麻痺性貝毒量検査 40件、下痢性貝毒量検査 5件（貝毒検出なし。） 

 

  

（３）人獣共通感染症対策を含む食品に関する危機管理体制の整備 

（４）食品の安全性確保等に関する調査研究の推進 
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＜安全・安心な農林水産物の供給のための自主管理体制確立の促進＞ 
 
農林漁業者の自主管理体制確立の支援  施策⑳  

・米・麦・大豆づくり推進協議会開催の生産振興大会において、生産者に生産履歴の記帳を推進

するとともに、農協など関係機関と連携し、講習会等において、農薬の適正使用の徹底を図り、

安全な農産物生産体制確立を支援しました。 

 福岡の麦・大豆づくり生産者研修会（1回、延べ 151名参加） 

・漁業協同組合等が行う水産物衛生処理施設（全 11施設）の整備を支援しました。 
 

＜ＧＡＰ(農業生産工程管理)導入の促進＞ 
 
ＧＡＰに取り組む産地の拡大  施策㉑  

・生産者団体や関係機関と連携して研修会等を開催し、ＧＡＰに取り組む産地の拡大、指導者の

育成を行いました。 

 国際水準ＧＡＰの認証取得 46件 
 

国際水準ＧＡＰ認証取得数 46件（累計） 
 
 ＧＡＰ指導者の育成人数 20名 

 
 
 
 

＜安全・安心な食品の供給のための自主管理体制確立の促進＞ 
 
食品関連事業者の自主管理体制確立の支援  施策㉒  

・食品営業者等に対する講習会等を開催及び支援しました。また、「食品衛生総合管理システム」

の活用により、営業者の自主的な衛生管理の進捗状況を管理しました。 

 食品衛生責任者実務講習会（36回、延べ 1,098名参加） 

 食中毒予防講習会（31回、延べ 2,482名参加） 

 ふぐ講習会（1回、延べ 24名参加） 

 その他講習会（27回、延べ 1,480名参加） 
 

・と畜場、食鳥処理場設置に対し、衛生向上運動旬間を定め、ＨＡＣＣＰに沿った衛生管理の確

立を支援するため衛生講習会を開催しました。 

 衛生講習会（7回、延べ 141名参加） 
 

・市町村（学校組合を含む。）や教育委員会へ、学校給食施設訪問や教育事務所の市町村担当者

説明会において助言、指導を行いました。 

 学校給食訪問 17施設 
 

＜ＨＡＣＣＰ(危害要因分析重要管理点)の適切な運用のための支援＞ 
 
ＨＡＣＣＰの適切な運用のための支援  施策㉓  

・食品事業者に対し、ＨＡＣＣＰに沿った衛生管理が適切に運用できるよう支援を行うとともに、

コーデックスＨＡＣＣＰの導入を目指す事業者に対し、導入支援を行うアドバイザーの派遣等

による助言指導を行いました。 

 衛生管理計画確認施設数 5,341件（確認対象施設数 31,767件） 

 アドバイザー派遣施設数 1件 
 

・食品衛生に関する最新の知見やＨＡＣＣＰに沿った衛生管理の知識等を習得する機会となる

食品衛生責任者実務講習会を開催しました。 

２ 食品関連事業者の自主的な取組の促進 

（１）生産段階における自主的な取組の促進 

（２）製造・加工・調理段階における自主的な取組の促進 
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 開催 36回、延べ 1,098名参加（再掲） 
 

食品衛生責任者実務講習会の理解度 

（確認試験における正答率 7割以上の受講者の割合） 
99.1% 

 
・と畜場又は食鳥処理場（全 15施設）の事業者に対して、ＨＡＣＣＰに沿った衛生管理が適切

に運用されているか確認を行い、助言指導を行いました。 

 
 
 
 
自主回収を行う食品関連事業者への指導と県民への情報提供  施策㉔  

・食品衛生法及び食品表示法に基づき自主回収の届出を行う事業者に対し、必要な助言指導を行

いました。また、法の届出対象外となる自主回収事案について、条例に基づく自主回収報告制

度の運用により、県民へ速やかに情報提供を行いました。 

 法に基づく自主回収情報報告 58件、条例に基づく自主回収情報公表 4件 

 
 
 

 

 
 
関係機関、関係団体等との情報共有の推進  施策㉕  

・食品衛生、食品表示、家畜衛生の各分野において、関係省庁や他自治体等と連携した関係施設

への監視指導、違反等発見時の対応を行いました。 

  食品衛生分野 

 広域連携協議会への参加 1回 

 国、他自治体との連携会議への出席 9回（書面・電子会議を含む） 

食品表示分野 

 福岡県食品表示監視協議会における情報交換 1回 

 他自治体等への被疑情報回付 21件 

家畜衛生分野 

 国、ＦＡＭＩＣ等との情報交換 1回 

 
 
 
 

＜消費者及び食品関連事業者に対する普及・啓発の推進＞ 
 
消費者等への食品の安全性に関する情報提供  施策㉖  

・消費者自らが安全な食品を選択し、食品の特性に応じた衛生的な取扱いができるよう、食の安

全に関する出前講座への講師派遣を行いました。また、食中毒の発生情報や食品衛生法違反事

例の公表による情報提供を行いました。 

 出前講座 12回、延べ 203名参加 

 食中毒事例の公表 13件、食品衛生法違反事例（食中毒を除く）の公表 1件 
 

・栄養成分表示の正しい見方や保健機能食品等の適正な活用について、講習会を開催しました。 

 開催 6回、延べ 121名参加 
 

・県消費生活センターにおいてインターネット等を活用し、消費者が不当表示、消費者事故及び

風評被害について、正しく必要な知識を身につけることができるよう情報提供を行いました。 
 
  

（３）自主回収報告制度による不良食品等の回収の促進 

３ 食品の安全・安心の確保に関する相互理解の促進と信頼関係の確立 

（１）関係機関、関係団体等との連携 

（２）食品の安全・安心の確保に関する普及・啓発 
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＜学校における教育活動の推進＞ 
 
食品の安全・安心に関する教育活動の推進  施策㉗  

・市町村教育委員会や教職員への研修会による指導・助言、児童生徒や保護者への実習等を通じ

た普及啓発を行いました。 

 小中学校関係者に対する研修会 11回、延べ 934名参加（1～3回/教育事務所） 

 高校教員に対する研修会 7回、延べ 194名参加 

 
 
 
 
意見交換会及びパブリックコメントの実施による県民との意見交換の促進  施策㉘  

・県、食品関連事業者、消費者がそれぞれの取組について相互に理解を深められるよう、意見交

換会を開催しました。 

 リスクコミュニケーション 14回、延べ 149名参加 

 食中毒予防シンポジウム１回、延べ 141名参加  
 

意見交換会の実施回数 15回 
 

・リスクコミュニケーションを積極的に進める事業者を選定し、消費者への食品安全・安心情報

の発信や施設見学における意見交換を実施しました。（H29年度から実施） 

 リスクコミュニケーション登録施設 10件、推進事業参加者 30,184名（H29年度からの累

計） 
 

・食品の安全・安心にかかる施策に関し、パブリックコメントを実施し、広く県民の意見を聴き

ました。また、県民から食の安全・安心にかかる施策についての提案があった際には、当該提

案について検討を行い、その提案者に対して見解を明らかにし、その内容を公表します。 

 パブリックコメント実施 2件、施策の提案制度提出 0件 

 
 
 
 
食品関連事業者における指導的立場となる人材育成  施策㉙  

・農業、水産、食品衛生、教育の各分野において、食品の安全性に関する実践的かつ専門的な知

識を有する人材育成のための講習会等を行いました。 

   農業分野 

 農薬安全使用講習会 189名参加 

 農薬指導士養成研修 1回、88名参加 

 直売所向け食品表示等説明会 7回、延べ 268名参加（再掲） 

水産分野 

 カキ養殖業者向け衛生講習会 1回、4漁協参加 

食品衛生分野 

 食品衛生指導員養成講習会 1回、25名参加 

教育分野 

 栄養教諭・学校栄養職員等研修会 9回、延べ 672名参加 

 若年教員研修（栄養教諭）3回、延べ 20名参加 

 小中学校の家庭科を指導する教員に対する研修会 2回、延べ 70名参加 

 学校給食調理従事員研修会 1回、38名参加 

 高校教員研修会 7回、延べ 194名参加（再掲） 

（３）情報及び意見の交換の促進 

（４）食品関連事業者の人材の育成 
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第３章 施策指標の進捗状況 （１１件） 
 

１ 生産から販売に至る各段階における食品の安全・安心の確保 

指 標 
実績 目標 

（R8年度） R3年度 R4年度 

農薬指導士の充足率（施策①） 100% 100% 100% 

飼養衛生管理基準に基づく農場巡回指導率（施策③） 100% 100% 100% 

動物用医薬品指示書の審査率（施策④） 100% 100% 100% 

漁協への出荷指導割合（施策⑥） 100% 100% 100% 

養殖水産物への抗生物質残留検査における陰性率（施策⑦） 100% 100% 100% 

食品衛生監視指導計画に基づく食品営業施設等への監視指導実施率（施策⑧） 62.4% 57.5% 100% 

食品衛生監視指導計画に基づく食肉（牛、豚、鶏等）の 

残留抗菌性物質収去検査実施率（施策⑨） 
83% 80.4% 100% 

食品衛生監視指導計画に基づく食品等検査実施率（施策⑫、⑬） 54.7% 88.6% 100% 

 

２ 食品関連事業者の自主的な取組の促進 

指 標 
実績 目標 

（R8年度） R3年度 R4年度 

国際水準ＧＡＰの認証取得数（施策㉑） 
44件 

（累計） 

46件 

（累計） 

60件 

（累計） 

食品衛生責任者実務講習会の理解度 

（確認試験における正答率７割以上の受講者の割合）（施策㉓） 
－ 99.1% 100% 

 

３ 食品の安全・安心の確保に関する普及・啓発 

指 標 
実績 目標 

（R8年度） R3年度 R4年度 

意見交換会の実施回数（施策㉘） 4回 15回 20回 
 



 

資料２ 

 

福岡県食品の安全・安心の 

確 保 に 関 す る 基 本 計 画 

（第 2次） 

 

令和５年度実施計画 
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１ 生産から販売に至る一貫した食品の安全・安心の確保 
 

(1) 生産段階における安全・安心の確保 

 

○ 農林産物 

 

ア 農薬の適正使用及び肥料の適正な生産・販売の指導 

〔食の安全・地産地消課、水田農業振興課、経営技術支援課〕  施策①  
 
（ア）農薬指導士の育成・確保 

防除業者やゴルフ場のグリーンキーパーなどの農薬使用責任者等の資質向上を図るため、農薬指導

士養成研修を実施し、一定の条件を満たした研修受講者を「福岡県農薬指導士」（以下「農薬指導士」

という）として認定し、対象施設に対し十分に確保します。  
農薬指導士の充足率 １００％ 

 
（イ）農薬販売者・使用者等の意識啓発 

農薬の販売及び使用の適正化を図るため、農薬販売者、防除業者やゴルフ場職員などの農薬使用者、

農薬指導士等を対象とした農薬安全使用講習会を開催します。 
 
（ウ）農薬販売者・使用者への立入調査の実施 

農薬取締法等の遵守を徹底するため、食の安全・地産地消課に配置した農薬取締員が、農薬販売者、

農薬使用者への立入調査を実施します。 
 
ａ 立入調査実施件数  

対象者 件数 

農薬販売者 ３０ 

農薬使用者 ２０ 
 
ｂ 立入調査の内容等 

・ 無登録農薬の販売・使用などの違法行為や農薬保管管理の不備などの違反行為について調査し、

必要に応じて警告等の指導を実施します。 

・ 毒劇物取締法、消防法に基づく農薬の保管・管理状況を調査し、必要に応じて警告等の指導を

実施します。 
 
（エ）麦類の赤かび病被害粒混入防止対策の推進 

麦類の赤かび病原菌が生産する毒素であるデオキシ二バレノール（ＤＯＮ）の健康リスクの低減の

取組みを推進します。 

ａ 赤かび病発生の防止 

麦類の出穂期の予測や赤かび病の発生状況等に関する情報を提供するとともに防除対策が適切に

実施されるよう指導を行います。 
 
ｂ 被害粒の混入防止 

赤かび病の発生が認められた場合には区分荷受け等を行い、収穫、乾燥段階での被害粒の混入の確

実な防止と選別調製により被害粒を厳選除去するよう指導します。 
 
ｃ 自主検査の推進 

生産者段階におけるＤＯＮの自主検査を推進し、基準値未満の麦のみを出荷するよう指導します。

生産者ごとの防除等の栽培履歴の記帳を推進します。 
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（オ）肥料の適正な生産・販売の指導 

ａ 肥料生産業者、販売業者等の指導 

肥料の品質の確保等に関する法律に基づき、県登録の普通肥料、特殊肥料の生産・輸入業者届及び

肥料販売業者届等の受理審査を行うとともに、現地での肥料立入検査等を行い、適正な肥料生産、販

売がなされるように指導を強化していきます。また、申請者、届出者に対しては、手続の指導はもと

より肥料の品質の確保等に関する法律の目的を十分理解させ肥料の品質保持を図ります。 
 
ｂ 指導内容 

登録や届出に係る肥料について、分析データの提出を求め、特に保証票添付が必要な普通肥料、品

質表示基準が定められているたい肥や動物の排せつ物などについては、消費者が的確に成分確認でき

るよう表示方法を指導します。 

また、届出に係る肥料の生産工程、保管、流通などの計画について、適正化を指導します。特に、

肥料の生産業者に対し、「肥料の品質の確保等に関する法律」に係る原料等の帳簿への記録、帳簿の備

え付け等を指導します。 

 

イ 農作物のトレーサビリティの推進   

〔食の安全・地産地消課、園芸振興課、水田農業振興課〕  施策②  
 
（ア）生産者団体における栽培履歴の記帳の徹底の推進 

米・麦・大豆づくり推進協議会主催の生産振興大会において、生産者に生産履歴記帳の徹底を推進

します。野菜・果物等については、JAグループと連携し、GAPの取り組み推進の中で、生産履歴の

データベース化などのトレーサビリティシステムの適正運用を推進します。 
 
（イ）国と連携した普及啓発等 

米トレーサビリティ法に基づき、米穀店等に対して米・米加工品の取引記録の作成保存及び産地伝

達状況の指導・普及啓発を行います。 

 

○ 畜産物 

 

ア 家畜伝染病発生予防及び畜産物安全性確保対策〔畜産課〕  施策③  
 
（ア）家畜伝染病対策 

家畜保健衛生所は、畜産農家巡回時に家畜所有者に対し、農林水産省が定める「飼養衛生管理基準（特

定の家畜についてその飼養に係る衛生管理の方法に関し家畜の所有者が遵守すべき事項）」の遵守を指

導します。  
飼養衛生管理基準に基づく農場巡回指導率 100 % 

 
また、「特定家畜伝染病防疫指針（特定の家畜伝染病に関して、国、地方公共団体、関係機関等が連携

して総合的に取り組む家畜伝染病の発生予防及びまん延の防止等の措置を講じるための指針）」に基づ

き、適切なモニタリング検査の実施、万一の発生を想定した取り組み等を推進します。また、口蹄疫等

防疫対策事業により、海外悪性伝染病の侵入防止、まん延防止のための危機管理体制を強化します。 

特に、大きな社会問題となる口蹄疫等の対策については、以下の取り組みを行います。  

疾病名 モニタリング検査等 
机上または 

実地防疫演習 

口蹄疫 全農場立入による飼養衛生管理の確認（年 2回） ― 

高病原性 

鳥インフルエンザ 

毎月検査を行う定点 12 農場、その他年 1 回の検査

を行う 30農場について抗体検査等を実施 

全農場立入による飼養衛生管理の確認（年 2回） 

１回 

CSF、ASF 

死亡または捕獲した野生いのししについては 

遺伝子検査等を実施 

全農場立入による飼養衛生管理の確認（年２回） 

― 
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また、家畜伝染病の早期診断のために、家畜保健衛生所の施設・検査機器の計画的整備を図ることと

し、本年度については臨床化学血液自動分析装置の整備を行います。 
 
（イ）海外悪性伝染病及び動物由来感染症対策 

海外悪性伝染病対策については、発生状況の正確な把握に努めるとともに、市町村、県内関係団体、

畜産農家へ情報提供を行います。また、輸入家畜の着地検査（輸入家畜が飼養地に到着した後の健康

検査）を適確に実施し、伝染病の侵入防止を図ります。動物由来感染症対策については、モニタリン

グ検査を行うなど、早期発見・届出体制の整備を行います。 
 
（ウ）畜産物安全性確保対策 

畜産物の生産段階での安全性を確保する高度な衛生管理手法である農場ＨＡＣＣＰの普及を推進

するため、その前提条件となる「衛生管理ガイドライン」に基づき、生産農場に対し総合的な衛生管

理を普及します。 

 

イ 動物用医薬品対策〔畜産課〕  施策④  
 
畜産農家に対し診療獣医師が発行した動物用医薬品指示書を審査により、未承認動物用医薬品の家畜

への使用の禁止、無許可の個人輸入等の禁止、使用基準の遵守等の指導の徹底を図るとともに、販売業

者の立入検査や品質確保検査を通じて、動物用医薬品の適正な流通と品質の確保を図ります。 

動物用医薬品指示書の審査率 100％ 
 
 

ウ 飼料の安全対策〔畜産課〕  施策⑤  
 
畜産課及び農林事務所において、飼料の製造、販売、使用段階で安全性を確保するため、飼料安全法

令等に関する普及・指導を実施します。 
 
（ア）地域講習会 

畜産農家、飼料製造、販売業者、市町村、農協等を対象に、飼料の安全使用について講習会を行い

ます。 
 
（イ）巡回指導 

畜産農家における飼料（特に飼料添加物、動物性蛋白質）の利用状況等について、調査指導を行い

ます。 
 
（ウ）飼料製造・販売業者等への立入検査 

飼料製造業者、販売業者等への立入検査を行い、ＢＳＥ発生防止にかかる工程管理について指導を

行います。  
地域講習会 巡回指導 立入検査 

6回 １３５件 20か所 
 
（エ）普及資料の配付 

畜産農家、飼料製造販売業者、市町村、農協等を対象に、飼料の安全性等の啓発・指導のために普

及資料の配付を行います。  
資 料 名 作成部数 

飼料の流通と適正使用（給与）のしおり 420部 
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○ 水産物 

 

ア 貝毒対策〔漁業管理課〕  施策⑥  
 
福岡県農林水産部水産局貝毒対策実施要領に基づき、食用二枚貝の貝毒量検査及び、貝毒原因プラン

クトン調査を実施（施策⑲）し、その結果に応じて関係者への情報提供や生産者への出荷指導を行いま

す。 

漁協等への出荷指導割合 100 % 

 

イ 水産用医薬品対策〔水産振興課〕  施策⑦  
 
養殖水産物の安全性を確保するために、動物用医薬品の使用の規制に関する省令に基づき、水産動物

の養殖業者に対する水産用医薬品の適正使用に関するパンフレットの配布や巡回指導などにより、適正

使用の徹底を図ります。 

また、養殖水産物の医薬品の残留検査により、養殖水産物の安全性の確保に努めます。  
養殖水産物への抗生物質残留検査における陰性率 100 % 

 

(2) 製造から販売に至る各段階における安全・安心の確保 

 

① 製造、流通、販売段階における安全・安心の確保 

 

ア 製造から販売段階における包括的な安全対策の推進〔生活衛生課〕  施策⑧  
 
（ア）卸売市場等における安全対策 

卸売市場等における安全対策については、県下 3ブロックの保健福祉（環境）事務所（筑紫、田川

及び南筑後）に配置している食品衛生広域専門監視班による監視指導を実施します。 
 
ａ 監視指導項目 

・ 表示基準等についての適合を確認し、遵守を徹底します。 

・ 一般的衛生管理の実施状況を確認し、遵守を徹底するとともに、ＨＡＣＣＰに沿った衛生管理

が適切に運用されているか確認し、指導を行います。 

・ 農林水産物の入荷、出荷に関する記録の作成、保存について指導し、確認します。 

・ 有毒なフグが市場に流通しないよう、フグに関する特別監視を実施します。 
 
（イ）飲食店、食品製造施設、販売店等における安全対策 
 
ａ 通常の監視指導 

食品衛生監視員は、通常、次のとおりの監視指導を行います。 
  

・ 営業施設の施設基準並びに食品等の規格基準、添加物の使用基準及び表示等についての適合を

確認し、その遵守を徹底するとともに、ＨＡＣＣＰに沿った衛生管理が適切に運用されているか

確認し、指導を行います。 

・ 製造等に関する記録の作成、保存について指導し、確認します。 

・ 食品による危害発生頻度の高い業種や大規模施設、広域流通食品の製造施設等に対し、ＨＡＣ

ＣＰ手法に基づく監視指導を積極的に導入し、効果的な監視指導を実施します。 

・ アレルギー表示の適正化を図るため、食品製造業者等による使用原材料の点検及び確認の徹底

について指導します。 
 

b 特別監視 

通常の監視指導のほか、時期、対象施設の種類等により次のとおり監視指導を行います。 
 
（ａ） 夏期及び年末における特別監視 

食中毒が多発する夏季及び食品流通量が増加する年末においては、厚生労働省及び消費者庁が示

す方針を踏まえて、監視指導を重点的に実施します。 
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（ｂ） フグに関する特別監視 

水産物の大量かつ広域流通する拠点である水産物卸売市場において、有毒な魚（ドクサバフグ等）

が流通しないよう監視指導を実施するとともに、素人調理によるフグ中毒が後を絶たない状況を考

慮し、釣り人や一般消費者に対して啓発を行い、フグによる食中毒の発生を防止します。 
 
（ｃ） 生食用食肉に係る監視 

生食用食肉や牛肝臓に係る規格基準等が遵守されるよう、関係営業施設の監視指導を実施します。 
  
（ｄ） その他の特別監視 

特定の違反事例が頻発するなど、食品衛生に係る問題が発生した場合は、随時厚生労働省及び消

費者庁が示す方針を踏まえて、監視指導を実施します。 
 
ｃ 食品営業許可を要する対象業種以外の食品製造業者等における安全対策 

事業者の所在を把握することで、食品事故発生時に迅速に対応できるよう届出制度の周知を徹底し

ます。 

食品衛生監視指導計画に基づく監視指導実施率 100 % 

 

 

イ と畜場、食鳥処理場における安全対策〔生活衛生課〕  施策⑨  
 
（ア）と畜検査及び食鳥検査の実施 

と畜検査及び食鳥検査により、疾病に罹患した獣畜等、食用に適さない食肉を排除します。 

と畜場においては、ＢＳＥ対策として特定危険部位の除去や分別管理の徹底について監視指導を徹

底します。また、２４か月齢以上の牛のうち、生体検査において神経症状が疑われるもの及び全身症

状を呈するものについてＢＳＥスクリーニング検査を実施します。 
 
（イ）施設の監視指導 
 
ａ 対象施設 

と畜場及び食鳥処理場並びにと畜場及び食鳥処理場に併設されている食肉処理施設を対象とし

ます。 
 

ｂ 頻度 

施設の開場日にその都度（認定小規模食鳥処理場にあっては、別途定める日）実施します。 
 
ｃ 監視指導項目 

・ 法に基づくと畜場及び食鳥処理場並びに上記食肉処理業の構造設備基準、管理運営基準等につ

いて、適合状況を確認し、その遵守を徹底します。 

・ 一般的衛生管理の状況を確認し、その徹底を指導するとともに、ＨＡＣＣＰに沿った衛生管理

が適切に運用されているか確認し、指導を行います。 

・ 処理等に関する記録の作成、保存について確認し、指導を行います指導し、確認します。 

・ 自主検査の実施について指導し、確認します。 
 
（ウ）動物用医薬品の残留検査 

健康畜における収去検査及ぎ病畜におけるモニタリング検査を実施します。  
区 分 実施率 

食品衛生監視指導計画に基づく収去検査実施率 １００％ 

対象食品 食肉（牛、豚、鶏等） 

検査項目 抗生物質、合成抗菌剤 

 

ウ 学校給食施設における安全対策〔体育スポーツ健康課〕  施策⑩  
 
（ア）日常点検及び定期点検、学校給食用食材点検 

毎日の学校給食について、作業前・作業中・作業終了後に実施し、学校薬剤師等の協力を得て施設

設備、衛生管理体制等の定期点検を実施します。 
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また、県内の市町村立学校等２８施設、県立学校 2校において、納入された食材（肉類、野菜、大

豆製品または練り製品の 3品目、学校給食用パン（県立学校１校のみ））について細菌検査等を実施し

ます。 

＊平成１８年度から練り製品については、食品添加物（保存料または着色料）を検査項目として追加  
検体数 ３０施設×３検体＋１検体＝９１検体 

 
（イ）学校給食施設の改善指導 

教育庁各教育事務所の指導主事が、地域の保健福祉（環境）事務所と連携し、学校給食施設の改善

指導を行います。 

また、文部科学省の事業「学校給食の衛生管理等に関する調査研究」により、学校給食施設に指導

者を派遣し、さらなる衛生管理の徹底を図るため改善指導を行います。 

ａ 対象施設 

学校給食施設（単独調理場、共同調理場） 

ｂ 指導項目 

学校給食衛生管理基準に基づく施設設備の基準、作業管理基準、各種点検等についての適合を確

認し、その遵守を徹底します。  
学校給食施設の改善指導件数 １７施設 

 

② 食品の適正な表示の推進 

 

表示関係法令に基づく監視、指導及び啓発   

     〔生活安全課、健康増進課、生活衛生課、食の安全・地産地消課〕  施策⑪  
 
（ア）食品表示法〔健康増進課、生活衛生課、食の安全・地産地消課〕 
 

a 食品関連事業者等の指導 

食品関連事業者等に対し、立入検査を行い、食品の適正表示を指導します。 
 
ｂ 食品表示に関する情報の受付 

食品の表示に関する質問や相談、不適正な食品表示に関する情報などを受け付けます。寄せられ

た情報については、担当課を通じて表示責任者に対する指導等を行います。 

・ 農林水産部食の安全・地産地消課 

・ 保健福祉（環境）事務所 

・ 県消費生活センター 
 
ｃ 食品表示制度の普及啓発 

食品製造業者や直売所への出荷者等を対象とした説明会の開催等を通じて、食品表示制度の普

及・啓発を行います。 
 
（イ）健康増進法〔健康増進課〕 

特別用途食品及び健康保持増進効果の虚偽誇大広告等に関する表示の適正化について、各保健福祉

（環境）事務所に窓口を設け、情報収集・調査・指導・相談を行います。 
 
（ウ）不当景品類及び不当表示防止法〔生活安全課〕 

不当な表示(優良誤認、有利誤認等される表示) に関する情報や相談を県消費生活センターにおいて

受け付け、不当な表示を行う事業者への指導等を行います。 
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③ 流通食品等の安全・安心の確保 

 

ア 流通食品等の検査の実施〔生活衛生課〕  施策⑫  
 
流通食品の安全性が確保されていることを確認するため、食品衛生法に基づく収去検査を実施します。 

【保健福祉（環境）事務所検査課実施分】  

対 象 食 品 

弁当、そうざい、調理鮮魚介類（刺身）、魚介類、魚肉練り製品、

食肉、食肉製品、乳等、アイスクリーム類、氷菓、生めん、豆

腐、輸入果実類、生あん、漬物、生菓子、清涼飲料水、冷凍食

品等 

検査項目 

細菌検査 一般細菌、大腸菌群、食中毒細菌等 

化学検査 
添加物（酸化防止剤、甘味料、品質保持剤、発色剤、保存料、

漂白剤、殺菌料、着色料）、重金属等 
 
 

【保健環境研究所実施分】  
対 象 食 品  魚介類、食肉、穀類、果実、野菜、種実類、清涼飲料水等 

検査項目 
細菌検査 食中毒細菌、大腸菌群等 

化学検査 残留農薬、抗生物質、合成抗菌剤、かび毒、重金属等 

 

食品衛生監視指導計画に基づく食品等検査実施率 100 % 

 

イ 医薬品成分の含有が疑われる食品における安全対策〔薬務課〕  施策⑬  
 
インターネット又は店頭で、痩身や強壮等の目的で販売されている健康食品を買い上げ、医薬品成分

が含有されていないか検査（抜き打ち検査）します。 

検査の結果、医薬品成分の含有を確認した場合、無承認無許可医薬品として、違反事業者の責任で市

場から当該製品を回収させるとともに、報道発表及びホームページ掲載等により当該製品の摂取中止に

ついて広く県民に呼びかけます。  
検体数 ３０検体 

 

ウ 食品検査の信頼性の確保〔生活衛生課〕  施策⑭  
 
食品衛生検査施設である保健環境研究所、食肉衛生検査所、保健福祉（環境）事務所検査課で実施す

る検査結果の信頼性を維持するために、内部精度管理及び外部精度管理を実施し精度管理を徹底します。 

 

(3) 人獣共通感染症対策を含む食品に関する危機管理体制の整備 

 

ア 食中毒対策〔生活衛生課〕  施策⑮  
 
食中毒処理要領、福岡県食中毒対策要綱及び食中毒調査マニュアルに基づき迅速かつ適切な処理を行

います。 
 
（ア）平常時における準備 

緊急連絡網の整備、機材の整備及び職員の研修を実施します。 
 
（イ）食中毒発生時の対応 

関係部局との連携を図りながら食中毒調査マニュアルに基づき迅速かつ的確な調査を実施します。 
 
（ウ）公表 

健康被害の拡大及び再発を防止する観点から、必要な情報について可能な限り速やかに公表します。 
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（エ）食中毒発生防止のための啓発 

食中毒多発期にあっては、食品等事業者や県民に対し、講習会の実施やホームページ等による注意

喚起を行います。 

 

イ 医薬品成分の含有が疑われる食品による健康被害対策〔薬務課〕  施策⑯  
 
医薬品成分の含有が疑われる食品による健康被害が発生した場合、当該製品の成分検査を行い、早急

な原因究明を図ります。 

検査の結果、医薬品成分の含有を確認した場合、無承認無許可医薬品として、違反事業者の責任で市

場から当該製品を回収させるとともに、報道発表及びホームページ掲載等により当該製品の摂取中止に

ついて広く県民に呼びかけます。 

 

(4) 食品の安全性確保等に関する調査研究の推進 

 

ア 食中毒の病因物質等の検査法の研究〔生活衛生課〕  施策⑰  
 
（ア）保健環境研究所の取り組み 

食品等の安全性に関する次の調査研究を実施します。 

・ 食中毒の病因物質や食品汚染物質による健康被害を防止するための研究 

・ 油症の健康影響に関する疫学的研究（ヒト健康への影響解明及び症状の軽減化等） 

 
 
（イ）食肉衛生検査所の取り組み 

食肉の安全性に関する次の調査研究を実施します。 

・ 食肉及び食鳥肉の微生物汚染実態調査 

・ 食肉及び食鳥肉の残留有害物質調査 

 

イ 環境保全に関する調査〔環境保全課〕  施策⑱  
 
保健環境研究所では、農作物、水産物等の食品の安全性への影響が考えられることから、環境中の有

害化学物質等の調査を実施します。 

・ 大気汚染防止法に基づく大気中の有害化学物質等の測定 

・ 水質汚濁防止法に基づく河川や湖沼などの公共用水域や地下水の水質測定 

・ ダイオキシン類対策特別措置法に基づく大気・水質・土壌の測定 

 

ウ 貝毒原因プランクトン及び二枚貝の毒化に関する調査〔漁業管理課〕  施策⑲  

水産海洋技術センターでは、二枚貝の安全性を確保するため、以下の調査を実施します。 

・ 貝毒原因プランクトンの出現動向調査を筑前海、有明海、豊前海の主要漁場付近で実施 

・ 貝毒量検査を筑前海、有明海、豊前海産の主要二枚貝（各海区で生産量が多い種類）で種類ごとに

漁期を中心に 2～18回実施 
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２ 食品関連事業者の自主的な取組の促進 
 

(1) 生産段階における自主的な取組の促進 

 

① 安全・安心な農林水産物の供給のための自主管理体制確立の促進 

 

農林漁業者の自主管理体制確立の支援 

 〔食の安全・地産地消課、水田農業振興課、園芸振興課、畜産課、水産振興課〕 施策⑳  
 
（ア）安全な農産物供給のための自主管理体制確立支援〔水田農業振興課〕 

米・麦・大豆づくり推進協議会主催の生産振興大会において、生産者に生産履歴の記帳を推進する

とともに、JA 全農ふくれんの主食米・麦・大豆部会研修会で、農薬の適正使用の徹底を図り、安全

な農産物生産体制確立を支援します。 
 
（イ）安全な水産物供給のための自主管理体制確立支援〔水産振興課〕 

漁獲物の衛生管理を図るため、漁業協同組合等が行う水産物衛生処理施設の整備を支援します。 
 
 

② GAP導入の促進 

 

ＧＡＰに取り組む産地の拡大〔食の安全・地産地消課〕  施策㉑  

ＧＡＰに取り組むことで、農産物の品質・安全性の確保、経営改善等に取り組む産地及び農業者等を

拡大するため、関係機関と連携し、ＧＡＰ指導者やＧＡＰの取組を活用した改善活動に取り組む産地の

育成などに取り組みます。  
国際水準 GAPの認証取得件数 ６０ 件（累計） 

 

(2) 製造・加工・調理段階における自主的な取組の促進 

 

① 安全・安心な食品の供給のための自主管理体制確立の促進 

 

食品関連事業者の自主管理体制確立の支援〔生活衛生課、体育スポーツ健康課〕   施策㉒  
 
（ア）食品営業者等〔生活衛生課〕 

食品衛生に関する様々な知識の習得を目的とした講習会等を開催するとともに、業界団体等が開催

する講習会に講師を派遣することにより、自主的な衛生管理の確立を支援します。  
名   称 内   容 

食品衛生責任者実務講習会（開催） 食品衛生に関する新たな知見の習得 

食中毒予防講習会    （講師派遣） 食中毒を未然に防止するための知識の習得 

ふぐ講習会       （開催） ふぐに関する知識と鑑別技術の習得 

その他の講習会     （開催・講師派遣） 上記以外の食品衛生に関する知識の習得 
 

「食品衛生総合管理システム」の活用により、衛生管理を適正に評価し、食品営業者の自主的な衛

生管理の進捗状況を管理出来る体制を整備します。 
 
（イ）と畜場・食鳥処理場設置者〔生活衛生課〕 

と畜及び食鳥衛生向上運動旬間を定めて衛生講習会を開催し、HACCPに沿った衛生管理の確立を

支援します。 
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（ウ）学校給食施設設置者〔体育スポーツ健康課〕 

教育事務所指導主事による学校給食施設訪問において、学校給食衛生管理基準に基づく施設設備の

基準、作業基準、各種点検等についての適合を確認し、市町村（学校組合を含む。以下同じ。）教育委

員会に対しその遵守について助言します。また、教育事務所の市町村担当者説明会において、衛生管

理の徹底について啓発します。 

文部科学省の事業「学校給食の衛生管理等に関する調査研究」においては、設置者である市町村教

育委員会に対し、管理体制の確立について指導を行います。 

 

② HACCPの適切な運用のための支援 

 

HACCPの適切な運用のための支援〔生活衛生課〕  施策㉓  
 
（ア）専門家（福岡県コーデックス HACCP導入アドバイザー）の派遣 

令和３年６月１日より、すべての食品営業者を対象に HACCP に沿った衛生管理が義務化されたこ

とから、HACCPに沿った衛生管理導入後も適切な運用ができるよう支援を行うとともに、「HACCP

の考え方を取り入れた衛生管理」が適用される営業者のうち、より高度な衛生管理手法であるコーデ

ックスHACCPの導入を目指す営業者に対し、導入支援を行う専門家の派遣、食品衛生監視員による

助言指導を行います。 

 

（イ） 食品衛生責任者実務講習会の開催 

食品衛生に関する最新の知見や、HACCPに沿った衛生管理の知識等を習得する機会となる講習会

を開催し、食品衛生責任者の意識向上を図ります。 

実務講習会開催回数 １９回 

実務講習会の理解度 

（確認試験における正答率７割以上の受講者の割合） 
１００％ 

 
 
（ウ）と畜場又は食鳥処理場における運用支援 

と畜場又は食鳥処理場の事業者に対して、HACCP が適切に運用されているか確認を行い、助言指

導を行います。  
 

(3) 自主回収報告制度による不良食品等の回収の促進 

 

自主回収を行う食品関連事業者への指導と県民への情報提供〔生活衛生課〕  施策㉔  

 

食品衛生法及び食品表示法に基づく「食品等のリコール情報の報告制度」を県民及び事業者に周知し、

適切に運用します。また、法の届出対象外となる自主回収事案について、福岡県食品の安全・安心の確

保に関する条例に基づく自主回収報告制度の運用により、県民へ速やかな情報提供をおこないます。 
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３ 食品の安全・安心の確保に関する相互理解の促進と信頼関係の確立 
 

(1) 関係機関、関係団体等との連携 

 

関係機関、関係団体等との情報共有の推進〔各課〕  施策㉕  

 

（ア）国、関係自治体等との連携 
 
ａ 食品衛生分野〔生活衛生課〕 

 
（ａ）厚生労働省との連携 

・ 大規模又は複数の自治体にまたがる広域的な食中毒が発生した場合は、厚生労働省が設置して

いる広域連携協議会を活用し、迅速に対処します。 

また、輸入食品に係る違反発見時にあっては、厚生労働省と適切な役割分担を行い、迅速に対

処します。 

・ 総合衛生管理製造過程の承認施設に対する監視指導は、九州厚生局との連携のもと実施します。 

・ その他必要に応じ適切な連携を図ります。 
 
（ｂ）他の都道府県等（食品衛生担当部局）との連携 

・ 会議による協議等を通じ日頃から連携を図ります。 

・ 複数の自治体にまたがる違反食品の回収時にあっては、当該自治体と連携を図りながら迅速に

対処します。 

  また、複数の自治体にまたがる食中毒発生時にあっては、厚生労働省が設置している広域連携

協議会を活用し、当該自治体と連携を図りながら迅速に対処します。 

・ 広域に流通する食品等の監視指導にあっては、食品の特殊性等を考慮し、必要に応じ関係自治

体と連携しながら実施します。 

・ その他必要に応じ適切な連携を図ります。 
 
ｂ 食品表示分野〔健康増進課、生活衛生課、食の安全・地産地消課〕 

消費者庁や農政局との情報交換に努める他、不適切な表示に関する情報に対しては消費者庁、農政

局、保健所設置市と連携して適切に対処します。 
 
ｃ 家畜衛生分野〔畜産課〕 

国、独立行政法人農林水産消費安全技術センター等（飼料安全使用担当部局）との連携 

・ 会議による協議等を通じて日頃から連携を図ります。 

・ 飼料の成分分析・適正表示確認などの役割分担を図りつつ、飼料製造業者等の監視指導を実施

します。 

・ その他必要に応じ適切な連携を図ります。 

 

（イ）国への働きかけ〔各課共通〕 

関係各課は必要に応じて、最新のリスク評価に基づく製造基準等をはじめとする食品、添加物等の

規格基準等の設定、輸入食品に関する情報の提供や食品の安全性を確保するための施策の実施等につ

いて、国に要望を行います。 

 

(2) 食品の安全・安心の確保に関する普及・啓発 

 

① 消費者及び食品関連事業者に対する普及・啓発の推進 
 

消費者等への食品の安全性に関する情報提供 

〔生活安全課、健康増進課、生活衛生課、農林水産部〕  施策㉖  
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（ア）食品衛生に関する普及啓発〔生活衛生課〕 

消費者自らが安全な食品を選択し、食品の特性に応じた衛生的な取扱いができるよう、食の安全に

関する講習会等を開催するとともに、出前講座への講師派遣を行います。 

食中毒の発生情報や食品衛生法に違反する情報を提供し、食品衛生上の危害の状況を啓発すること

により、食品による健康被害の未然防止や拡大防止を図ります。 
 
（イ）健康増進に関する普及啓発〔健康増進課〕 

栄養成分表示の正しい見方や活用方法及び保健機能食品等の適正な活用や摂取方法について、保健

福祉環境事務所等が開催する各種講習会を通じ普及啓発を行います。 
 
（ウ）消費者安全に関する普及啓発〔生活安全課〕 

消費者が、不当表示、消費者事故及び風評被害について、正しく必要な知識を身につけることがで

きるように、県消費生活センターにおいてインターネット等の情報媒体を活用して情報提供を行いま

す。 

 

② 学校における教育活動の推進 

 

食品の安全・安心に関する教育活動の推進 

〔高校教育課、義務教育課、体育スポーツ健康課〕  施策㉗  
 
（ア）児童生徒への指導方法 
 
ａ 小中学校における指導方法 

・ 技術・家庭科の家庭分野における調理実習や、特別活動、総合的な学習の時間等の中で、安全・

衛生に配慮した食に関する指導が行われるように、学校訪問や要請訪問等で学習指導体制や指導

方法について、市町村教育委員会や学校の教職員に対し、指導・助言を行います。 

・ 各教育事務所（６か所）にて、学校管理職、保健主事、栄養教諭等を対象に、食の安全・安心

関する研修会を行い、児童生徒の食育環境の改善・充実に資する指導・助言を行います。  
小中学校関係者に対する研修会 １～２回/教育事務所 

 
 

ｂ 高等学校における指導方法 

・ 家庭科食生活分野や農業・水産の食品の加工において、安全と衛生に配慮した実習が行われる

ように、指導を行います。調理実習・加工実習をとおして、食品の腐敗や変敗、食中毒、食品添

加物などについて理解させ、安全で衛生的な食生活を営むことができるような生徒の指導方法に

ついて、指導・助言を行います。 

・ 農水産物の生産において、食品の安全を重視した栽培、飼育等に取り組むよう教職員に対して

指導・助言を行います。特に農薬等の薬品や食品添加物の使用について安全基準を遵守するよう

に指導・助言します。 
 
（イ）保護者に対する普及啓発 

食についての正しい知識の普及啓発を図るため、給食便りや PTA 学校給食教室などにおいて学校

給食に使用する食材等を中心に、食の安全に関する情報提供をします。 

 

(3) 情報及び意見の交換の促進 

 

意見交換会及びパブリックコメントの実施による県民との意見交換の促進〔各課〕  施策㉘  
 
県、食品関連事業者及び消費者がそれぞれの取組について相互に理解を深められるよう、情報や意見

を交換する機会を設け、リスクコミュニケーションを促進します。 

（ア）リスクコミュニケーション  

食品の安全・安心に関する出前講座や講習会、シンポジウムなどを実施し、意見交換を進めます。 
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（イ）リスクコミュニケーション推進事業 

食品の安全性向上に努め、自主的な衛生管理の取組を行うなど、食品の安全・安心に関するリスク

コミュニケーションを積極的に進める事業者を選定し、消費者への食品安全・安心情報の発信や施設

見学における意見交換を実施します。 
 

（ウ）パブリックコメント 

食品の安全・安心にかかる施策に関し、パブリックコメントの実施等により広く県民の意見を聴く

とともに、県民から施策についての提案があったときは、当該提案についての検討を行い、その提案

者に対して見解を明らかにし、その内容を公表します。  
意見交換会の実施回数（対面） 20回 

 

(4) 食品関連事業者の人材の育成 
 

食品関連事業者における指導的立場となる人材育成 

〔食の安全・地産地消課、生活衛生課、 

高校教育課、義務教育課、体育スポーツ健康課〕  施策㉙  
 
（ア）農業分野における人材育成〔食の安全・地産地消課〕 
 
ａ 農薬取扱指導者等の育成を図るため必要な研修、講習会を開催します。 

・ 農薬安全使用講習会 

・ 農薬指導士養成研修 
 
ｂ 直売所の責任者等に対し、食品表示や農薬適正使用について説明会を実施します。 

・ 直売所向け食品表示等説明会 
 

（イ）水産分野における人材育成〔漁業管理課、水産振興課〕 

漁業者に対して、県内の各種研究会等を通し次の内容について指導、講習を行います。 

・ 貝毒についての情報提供 

・ 貝毒検査体制についての説明 

・ 生産者責任 

・ 貝毒発生時の対応 

・ その他食品の安全に関する事項 
 
（ウ）食品衛生分野における人材育成〔生活衛生課〕 

業界団体が実施する講習会等に講師を派遣することにより、食品営業者やその団体が行う自主管理

体制の確立に必要な人材の育成を行います。 

・ 食品衛生指導員養成講習会 

・ 食品衛生指導員研修会 
 
（エ）教育分野における人材育成〔高校教育課、義務教育課、体育スポーツ健康課〕 
 
ａ 小中学校関係者に対する研修会 
 
（ａ）学校の管理職、学校給食担当教諭や栄養教諭、学校栄養職員に対する研修会 

正しい理解と指導力の向上を図るため、次の研修会を開催します。  
名  称 内   容 回 数 

栄養教諭・学校栄養職員等研修会 講義、実践発表等 ８ 回 

若年教員研修（栄養教諭） 講義、演習、協議等 ３ 回 
 
（ｂ）家庭科を指導する教員に対する研修会 

基本研修（家庭科）や「食に関する指導」に関わる教員の研修会等の研修をとおして食の安全・

安心に関する知識技術を深めさせ、指導力の向上を図ります。 
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（ｃ）学校給食調理従事員に対し、資質の向上と指導力の向上を図るため、次の研修会を開催します。  
名  称 内   容 回 数 

学校給食調理従事員研修会 講義、実践発表、協議等 １ 回 
 
ｂ 高校教員に対する研修会 

・ 家庭科の教員に対し、基本研修（家庭科）や家庭科技術検定伝達講習会等の研修をとおして食

の安全・安心に関する知識技術を深めさせるとともに調理実験・実習における食材・調理器具な

どの衛生的な管理と取扱いについての指導・助言を行い、指導力の向上を図ります。 

・ 農業科の教員に対し、基本研修（農業科）や新規採用教員実技講習会において、栽培・飼育・

食品加工・販売等について食の安全に関する指導・助言を行い、知識技術を深めさせるとともに、

GAPに関する研修会を実施し、指導力の向上を図ります。  
高校教員に対する研修会 ７ 回  



 

令和５年度第１回福岡県食品の安全・安心委員会終了後のスケジュール 

 

 

 

令和５年７月７日（本日） 

令和５年度第１回福岡県食品安全・安心委員会 

 

 

令和５年７月下旬 

令和５年度第１回福岡県食品安全・安心委員会の議事要旨の送付及び 

確認依頼 

 

 

 令和５年８月上旬（変更の可能性あり） 

令和４年度実施状況の県議会への報告（厚生労働環境委員会） 

 

 

資料３ 
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福岡県食品の安全・安心の確保に関する条例 

 

平成２８年１０月１１日 

福岡県条例第３９号 

目次 

第一章 総則（第一条―第七条） 

第二章 食品の安全・安心の確保に関する基本的施策 

第一節 食品の安全・安心の確保のための県の施策（第八条―第十五条） 

第二節 食品関連事業者の自主的な取組の促進（第十六条・第十七条） 

第三節 県民の参加（第十八条） 

第三章 施策の推進体制等（第十九条・第二十条） 

第四章 福岡県食品安全・安心委員会（第二十一条） 

第五章 雑則（第二十二条） 

附則 

 

第一章 総則 

 

（目的） 

第一条 この条例は、食品の安全・安心の確保に関し、基本理念を定め、県及び食品関連事

業者の責務並びに県民の役割を明らかにするとともに、食品の安全・安心の確保に関する

施策の基本となる事項を定めることにより、食品の安全・安心の確保に関する施策を総合

的かつ計画的に推進し、もって、県民が健康で安全・安心に暮らすことができる社会の実

現に寄与することを目的とする。 

 

（定義） 

第二条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによ

る。 

一 食品 全ての飲食物（その原料又は材料として使用される農林水産物を含み、医薬品、

医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律（昭和三十五年法律第百四

十五号。以下「医薬品医療機器等法」という。）第二条第一項に規定する医薬品、同条

第二項に規定する医薬部外品及び同条第九項に規定する再生医療等製品を除く。）をい
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う。 

二 食品等 食品、添加物（食品衛生法（昭和二十二年法律第二百三十三号）第四条第二

項に規定する添加物をいう。）、器具（同条第四項に規定する器具をいう。）及び容器

包装（同条第五項に規定する容器包装をいう。）をいう。 

三 生産資材 農林漁業において使用される肥料（肥料の品質の確保等に関する法律（昭

和二十五年法律第百二十七号）第二条第一項に規定する肥料をいう。）、農薬（農薬取

締法（昭和二十三年法律第八十二号）第二条第一項に規定する農薬をいう。）、飼料（飼

料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律（昭和二十八年法律第三十五号）第二条

第二項に規定する飼料をいう。）、飼料添加物（同条第三項に規定する飼料添加物をい

う。）、動物用医薬品（医薬品医療機器等法第八十三条の二第一項に規定する動物用医

薬品をいう。）その他食品の安全性に影響を及ぼすおそれがある資材をいう。 

四 食品関連事業者 食品安全基本法（平成十五年法律第四十八号）第八条第一項に規定

する食品関連事業者をいう。 

五 特定事業者 食品等の製造、輸入、加工又は販売の事業を行う者であって、県内に事

務所、事業所その他の事業に係る施設を有するものをいう。 

六 食品の安全・安心 食品の安全性及び食品に対する県民の信頼をいう。 

 

（基本理念） 

第三条 食品の安全・安心の確保は、県民の健康の保護が最も重要であるという基本的認識

の下に必要な措置が講じられることにより、行われなければならない。 

２ 食品の安全・安心の確保は、農林水産物の生産から食品の販売に至る一連の食品供給の

行程（以下「食品供給行程」という。）の各段階において適切に必要な措置が講じられる

ことにより、行われなければならない。 

３ 食品の安全・安心の確保は、食品を摂取することによる県民の健康への悪影響を未然に

防止する観点から、科学的知見に基づき、必要な措置が講じられることにより、行われな

ければならない。 

４ 食品の安全・安心の確保は、県、食品関連事業者及び県民が、それぞれの責務及び役割

を認識し、相互理解を深め、連携協力を図りつつ、行われなければならない。 

 

（県の責務） 

第四条 県は、前条に定める基本理念（以下「基本理念」という。）にのっとり、食品の安
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全・安心の確保に関する施策を総合的に策定し、計画的に実施する責務を有する。 

 

（食品関連事業者の責務） 

第五条 食品関連事業者は、基本理念にのっとり、その事業活動を行うに当たって、自らが

食品の安全・安心の確保について第一義的責任を有していることを認識し、食品の安全・

安心を確保するために、食品供給行程の各段階において必要な措置を適切に講ずる責務を

有する。 

２ 食品関連事業者は、基本理念にのっとり、その事業活動に係る食品等又は生産資材に関

する正確かつ適切な情報の提供に努めなければならない。 

３ 食品関連事業者は、基本理念にのっとり、その事業活動に関し、県が実施する食品の安

全・安心の確保に関する施策に協力するよう努めなければならない。 

 

（県民の役割） 

第六条 県民は、基本理念にのっとり、食品の安全・安心の確保に関する知識と理解を深め

るよう努めるものとする。 

２ 県民は、基本理念にのっとり、県が実施する食品の安全・安心の確保に関する施策に協

力するとともに、意見を表明するよう努めることによって、食品の安全・安心の確保に積

極的な役割を果たすものとする。 

 

（環境に及ぼす影響への配慮） 

第七条 県、食品関連事業者及び県民は、食品の安全・安心の確保に関する取組を推進する

に当たっては、当該取組が環境に及ぼす影響について配慮しなければならない。 

 

第二章 食品の安全・安心の確保に関する基本的施策 

第一節 食品の安全・安心の確保のための県の施策 

 

（食品供給行程の各段階における監視、指導等） 

第八条 県は、食品供給行程の各段階において、食品の安全・安心を確保するため、食品関

連事業者に対し、監視、指導、検査その他の必要な措置を講ずるものとする。 

 

（食品の適正な表示の推進） 
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第九条 県は、食品に関する表示が食品を摂取する際の安全性の確保及び自主的かつ合理的

な食品の選択の機会の確保に重要な役割を果たしていることを踏まえ、食品表示法（平成

二十五年法律第七十号）、不当景品類及び不当表示防止法（昭和三十七年法律第百三十四

号）等の関係法令に基づき、食品に関する表示が適正に実施されるよう監視、指導その他

の必要な措置を講ずるものとする。 

 

（危機管理体制の整備） 

第十条 県は、食品を摂取することにより県民の健康に係る重大な被害が生じることを防止

するため、当該被害が生じ、又は生じるおそれがある緊急の事態への対処及び当該事態の

発生の防止に関する体制の整備その他の必要な措置を講ずるものとする。 

 

（関係機関との連携） 

第十一条 県は、食品の安全・安心の確保に関する施策が円滑かつ効果的に実施されるよう、

国、他の都道府県、市町村その他関係機関及び関係団体との連携を図るよう努めるものと

する。 

 

（調査研究の推進） 

第十二条 県は、食品の安全・安心の確保に関する施策を科学的知見に基づき適切に実施す

るため、必要な調査研究を推進するものとする。 

 

（人材の育成） 

第十三条 県は、食品の安全・安心の確保に関する実践的かつ専門的な知識を有する人材を

育成するため、講習会の開催その他の必要な措置を講ずるものとする。 

 

（情報及び意見の交換の促進） 

第十四条 県は、食品の安全・安心の確保の推進に関し、食品関連事業者、県民その他の関

係者間において相互理解を促進するため、情報及び意見の交換の機会の提供その他の必要

な措置を講ずるものとする。 

 

（普及及び啓発） 

第十五条 県は、食品の安全・安心の確保を図るため、食品関連事業者及び県民に対し、食
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品等の安全・安心に関する知識の普及及び啓発を行うものとする。 

 

第二節 食品関連事業者の自主的な取組の促進 

（食品関連事業者の自主的な安全・安心の確保の取組の促進） 

 

第十六条 食品関連事業者は、法令等の遵守により食品の安全・安心を確保することはもと

より、その安全性をより向上させるため、自らが行う食品等の生産、製造、加工、調理、

貯蔵、運搬又は販売の各工程において必要な措置を講ずることにより、管理水準の自主的

な向上に努めるものとする。 

２ 県は、食品関連事業者の生産段階における食品の安全・安心の確保に関する自主的な取

組を促進するため、生産に係る工程の管理に関する手法の普及その他の必要な措置を講ず

るものとする。 

３ 県は、食品関連事業者の製造又は加工段階における食品の安全・安心の確保に関する自

主的な取組を促進するため、食品の製造又は加工の工程における高度な衛生管理の方法の

導入に関する情報の提供、助言その他の必要な措置を講ずるものとする。 

 

（自主回収の報告） 

第十七条 特定事業者は、食品の安全・安心の確保を図るため、その製造し、輸入し、加工

し、又は販売した食品等の自主的な回収に着手した場合であって、当該食品等が健康への

悪影響を未然に防止する観点から報告が必要と認められる食品等として規則で定めるも

のであるとき（食品衛生法第五十八条第一項又は食品表示法第十条の二第一項の規定に基

づき届け出なければならないこととされているときを除く。）は、規則で定めるところに

より、速やかに、当該食品等の名称、当該食品等を回収する理由その他規則で定める事項

を知事に報告しなければならない。 

２ 特定事業者が自主的な回収に着手した食品等が、次の各号のいずれかに該当する場合に

は、前項の規定は、適用しない。 

一 自主的な回収に着手した食品等を販売した相手方が特定され、かつ、その相手方に直

ちにその旨を連絡することができる場合 

二 自主的な回収に着手した食品等が消費者に販売されていないことが明らかな場合 

３ 知事は、第一項の規定による報告を受けたときは、速やかに、その内容を公表するもの

とする。 



6 

４ 知事は、第一項の規定による報告を受けた場合であって、当該報告に係る回収の措置が

健康に係る被害の発生又はその拡大を防止する上で適切でないと認めるときは、当該報告

をした特定事業者に対し、必要な措置を講ずるよう指導を行うものとする。 

５ 第一項の規定による報告をした特定事業者は、当該報告に係る回収を終了したときは、

規則で定めるところにより、速やかに、その終了した日その他規則で定める事項を知事に

報告しなければならない。 

 

第三節 県民の参加 

 

（施策の提案） 

第十八条 県民は、食品の安全・安心の確保に関する施策の策定、改善又は廃止について、

規則で定めるところにより、知事に提案することができる。 

２ 知事は、前項の規定による提案が行われたときは、第二十条第三項（同条第五項におい

て準用する場合を含む。）の規定により県民の意見を反映するために必要な措置を講ずる

場合を除き、当該提案をした者に対し当該提案に対する見解を明らかにするとともに、こ

れを公表する。 

３ 第一項の提案をしようとする者は、この条に規定する制度を濫用してはならず、公益を

図る目的でこれを利用する責任を負うものとする。 

 

第三章 施策の推進体制等 

 

（推進体制の整備） 

第十九条 県は、食品の安全・安心の確保に関する施策を総合的に推進するために必要な体

制を整備するものとする。 

 

（基本計画） 

第二十条 知事は、前章の規定により講じられる食品の安全・安心の確保に関する基本的施

策の総合的かつ計画的な推進を図るため、食品の安全・安心の確保に関する基本となる計

画（以下「基本計画」という。）を策定するものとする。 

２ 基本計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。 

一 食品の安全・安心の確保に関する施策についての基本的方向 
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二 前号に掲げるもののほか、食品の安全・安心の確保に関する施策を総合的に推進する

ために必要な事項 

３ 知事は、基本計画を定めるに当たっては、あらかじめ、県民の意見を反映させるために

必要な措置を講ずるものとする。 

４ 知事は、基本計画を定めたときは、遅滞なく、これを公表するものとする。 

５ 前二項の規定は、基本計画の変更について準用する。 

 

第四章 福岡県食品安全・安心委員会 

 

（福岡県食品安全・安心委員会） 

第二十一条 県に福岡県食品安全・安心委員会（以下「委員会」という。）を置く。 

２ 委員会は、次に掲げる事項について調査審議する。 

一 基本計画に関する事項 

二 前号に掲げるもののほか、食品の安全・安心の確保に関する重要事項 

３ 前項に定めるもののほか、委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。 

 

第五章 雑則 

 

（委任） 

第二十二条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定

める。 

附 則 

この条例は、平成二十九年四月一日から施行する。 

 

附 則（平成三〇年条例第六〇号） 

この条例は、公布の日から施行する。 

 

附 則（令和二年条例第一四号）抄 

（施行期日） 

１ この条例は、令和三年六月一日から施行する。 

 



8 

附 則（令和二年条例第三五号） 

この条例は、肥料取締法の一部を改正する法律（令和元年法律第六十二号）の施行の日か

ら施行する。 

（施行の日＝令和二年一二月一日） 
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福岡県食品の安全・安心の確保に関する条例施行規則 

 

平成２９年２月２４日 

福岡県規則第５号 

 

（趣旨） 

第一条 この規則は、福岡県食品の安全・安心の確保に関する条例（平成二十八年福岡県条

例第三十九号。以下「条例」という。）の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。 

 

（用語） 

第二条 この規則で使用する用語は、条例で使用する用語の例による。 

 

（自主回収の報告） 

第三条 条例第十七条第一項の規定による報告は、次に掲げる事項を記載した報告書を提出

することにより行うものとする。 

一 特定事業者の氏名及び住所（法人にあっては、その名称及び主たる事務所の所在地） 

二 特定事業者が回収の事務を他の者に指示し、又は委託した場合には当該者の氏名及び

住所（法人にあっては、その名称及び主たる事務所の所在地） 

三 当該食品等の商品名及び一般的な名称、当該食品等に関する表示の内容その他の当該

食品等を特定するために必要な事項 

四 当該食品等が条例第十七条第一項に該当すると判断した理由 

五 当該食品等の回収に着手した時点において判明している販売先、販売先ごとの販売日

及び販売数量 

六 当該食品等の回収に着手した年月日 

七 当該食品等の回収の方法 

八 当該食品等が飲食の用に供されたことに起因する食品衛生上の危害の発生の有無 

２ 条例第十七条第一項の規則で定める食品等は、同一のロットを形成する食品等の中から、

次に掲げる状態にあるものが相当数認められるものとする。 

一 衛生管理が不適切であったため、人の健康を損なうおそれがある微生物、化学物質又

は異物が含まれ、若しくは付着したもの又はその疑いがあるもの 

二 現に食品等によるものと疑われる人の健康に係る被害が生じている場合において、当
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該被害の態様からみて当該被害と同様の被害の原因となるおそれがあるもの 

３ 条例第十七条第五項の規定による報告は、次に掲げる事項を記載した報告書を提出する

ことにより行うものとする。 

一 特定事業者の氏名及び住所（法人にあっては、その名称及び主たる事務所の所在地） 

二 特定事業者が回収の事務を他の者に指示し、又は委託した場合には当該者の氏名及び

住所（法人にあっては、その名称及び主たる事務所の所在地） 

三 再発防止のために講じられた措置 

 

（施策の提案） 

第四条 条例第十八条第一項の規定による提案は、食品の安全・安心の確保に関する施策提

案書（別記様式）により行うものとする。 

 

（委員会の組織等） 

第五条 条例第二十一条に規定する福岡県食品安全・安心委員会（以下「委員会」という。）

は、委員二十人以内で組織する。 

２ 委員は、次に掲げる者のうちから、知事が委嘱する。 

一 消費者 

二 食品関連事業者 

三 学識経験者 

３ 委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

４ 委員は、再任されることができる。 

 

（委員会の会長） 

第六条 委員会に会長を置き、委員の互選により選任する。 

２ 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。 

３ 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員が、そ

の職務を代理する。 

 

（委員会の会議） 

第七条 委員会の会議は、会長が招集する。 

２ 会長は委員会の会議の議長となり、議事を運営する。 
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３ 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。 

４ 委員会の議事は、会議に出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決す

るところによる。 

 

（委員会の庶務） 

第八条 委員会の庶務は、保健医療介護部生活衛生課において処理する。 

 

（補則） 

第九条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、会長が委員会に

諮って定める。 

附 則 

この規則は、平成二十九年四月一日から施行する。 

附 則（平成二九年規則第一五号）抄 

（施行期日） 

１ この規則は、平成二十九年四月一日から施行する。 

附 則（令和三年規則第八号） 

この規則は、令和三年六月一日から施行する。 

 



＊3 

令和５年度福岡県食品衛生監視指導計画（抜粋） 

 第５ 具体的施策  

２ 監視指導・食品等の検査の実施 

(2) 監視計画回数 

食品等事業者の施設への年間監視回数は、営業内容ごとに食中毒発生の頻度、

製造・販売される食品の流通状況、営業の規模や施設の管理状況、地域特性等を

踏まえ、より効果的、計画的に監視指導を行うため、次のとおり分類する。 

区分 計画監視回数＊1 対象施設 施設数 監視件数 

Ａ 
年３回 

以上 

①食品衛生上の危害の発生リスクが高く、広域

に流通していると判断される食品の製造・加

工施設 

②前年度、食品衛生法違反による行政処分等を

受けた施設 

232 711 

Ｂ 
年２回 

以上 

①食品衛生上の危害の発生リスクが中程度で、

広域に流通していると判断される食品の製

造・加工施設 

②地方卸売市場、大規模小売店舗等の流通拠点

施設 

③飲食店営業（給食施設を除く）のうち、大量

調理施設＊2 

④生食用食肉（牛の食肉（内臓を除く。））を取

り扱う飲食店営業施設及び食肉販売施設 

337 674 

Ｃ 
年１回 

以上 

①Ａ，Ｂ区分以外の食品の製造・加工施設 

②飲食店営業施設（仕出し屋・弁当屋、旅館） 

③給食施設（学校を除く）のうち大量調理施設 

④Ａ、Ｂ区分のうちコーデックスＨＡＣＣＰ導

入施設＊4 

13,762 13,762 

Ｄ 
２年に１回 

以上 

①飲食店営業施設（一般食堂・レストラン等、

その他） 

②給食施設（学校）のうち大量調理施設 

③給食施設（学校を除く）のうち大量調理以外

の施設 

18,100 9,050 

Ｅ 
必要に 

応じて 

① 飲食店営業のうち調理行為のない施設（スナ

ック、バー等） 

②給食施設（学校）のうち大量調理以外の施設 

③特殊形態営業施設 

④自動販売機営業施設 

⑤上記以外の食品等関連施設 

17,648 － 

                計 50,079施設 24,197件（施設数は令和4年3月31日現在の数） 

＊１ 「計画監視回数」は監視指導の回数に上限を設けるものではない。 

＊２ 「大量調理施設」とは、同一メニューを1回300食以上、1日750食以上提供する施設をいう。 

＊３ 「必要に応じて」の目安として、②「給食施設（学校）のうち大量調理以外の施設」については３

年に１回、①・③～⑤の施設については営業許可更新時や夏期・年末一斉監視時及びイベント監視

時等の機会を捉えて監視を行うこととする。 

＊４ コーデックスＨＡＣＣＰ導入施設とは、コーデックスＨＡＣＣＰが適用される施設又はコーデック

スＨＡＣＣＰを導入する施設をいい、Ａ、Ｂ区分以外であってもコーデックスＨＡＣＣＰ導入施設

については、必要に応じて監視回数を減ずる。  

参考３ 



(4) 食品等の検査 

ウ  食品等検査実施計画 

令和５年度食品等検査実施計画は、次のとおりとする。 

①  検査課実施分 

対象食品 

そ
う
ざ
い
、
弁
当
類 

魚
介
類
及
び
加
工
品 

肉
、
卵
類
及
び
加
工
品 

乳
、
乳
製
品
、 

乳
類
加
工
品
等 

ア
イ
ス
ク
リ
ー
ム
類
、
氷
菓 

穀
類
、
野
菜
類 

及
び
加
工
品 

菓
子
類 

清
涼
飲
料
水 

冷
凍
食
品
、
レ
ト
ル
ト
食

品
、
缶
詰
瓶
詰
食
品
等 

合
計 

検体数 673 233 138 41 106 336 201 71 166 1,965 

検
査
項
目 

細菌検査※１ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 
 

理化学検査※２ - ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

※１ 一般細菌数、大腸菌群、E.coli、腸炎ビブリオ、黄色ブドウ球菌、サルモネラ、カンピロバクタ
ー、クロストリジウム等 

※２ 着色料、甘味料、保存料、発色剤、酸化防止剤、品質保持剤等 
 

② 保健環境研究所実施分 

区分 
魚
介
類 

食
肉 

液
卵 

穀
類 

野
菜
類
・ 

果
物 

清
涼
飲
料
水 

加
工
食
品 

検
体
数 

検体数 14 73 2 5 45 11 48 198 

検
査
項
目 

微生物検査※１ ○ ○ ○   
 

 

 

理化学検査※２ ○ ○  ○ ○ ○ ○ 

※１ 一般細菌、大腸菌群、E.coli、サルモネラ属菌、ブドウ球菌、腸管出血性大腸菌、カンピロバク
ター、ウェルシュ菌、セレウス菌、ビブリオ属、腸内細菌科菌群、エルシニア、ノロウイルス、
抗生物質 

※２ 合成抗菌剤、水銀、カドミウム、ヒ素、鉛、スズ、元素類、陰イオン性化合物、シアン、残留農
薬、防ばい剤、アレルギー物質 

 

    ③ 食肉衛生検査所実施分 

区 分 牛 豚 馬 鶏 他 計 

微生物検査※１ ○ ○ ○ ○  570 

残留抗菌性物質検査※２ ○ ○ ○ ○  650 

検体数合計  1,220 
 

※１ 一般細菌、腸内細菌科菌群、カンピロバクター属菌、ザルコシスティス・フェアリー等 
※２ 抗生物質、合成抗菌剤、抗生物質独自モニタリング等 
※３ 「福岡県野生鳥獣肉衛生管理ガイドライン」に基づくイノシシ等に関する検査は、野生鳥獣肉

処理施設における処理状況に応じ、必要な検査を行う 
 

④ その他 

対象食品 検体数 

医薬品成分の含有が疑われるいわゆる健康食品 30検体 

 


